障がい者支援施設等からの役務の提供等について

大阪府財務規則第６１条の４第３号に基づく、障がい者支援施設等からの役務の提供等についての契約の結果は次のとおりです。

	役務の提供内容
	契約の相手方
	契約相手方の決定方法
	契約の締結状況

	令和８年度　精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業

〇業務内容
・人事担当者のための精神・発達障がい者雇用研修
・精神・発達障がい者を中心とした職場体験受入れマッチング支援
	○特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク

○大阪市中央区北浜東３番14号大阪府立労働センター４階
	「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に定める障害者支援施設等に準ずる者」として、大阪府の認定を受けており、選定基準の要件を満たしていることから、本件の契約先の相手方とした。
	〇契約日
令和８年５月１日

〇契約期間
令和８年５月１日から
令和９年３月31日まで

〇契約金額（税込み）
１0，２００，３００円





